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第３期豊明市子ども･子育て支援事業計画ニーズ調査等業務 仕様書  

  

  

１ 業務の名称  

第３期豊明市子ども･子育て支援事業計画ニーズ調査等業務  

  

２ 業務委託期間  

契約締結日から令和６年３月２９日（金）まで  

  

３ 業務の目的  

現行の「第２期豊明市子ども・子育て支援事業計画」（令和２年度～令和６年度）の成果を検証

するとともに、子どもや子育て家庭、若者など市民の意識と生活実態を把握し、（仮称）「第３期

豊明市子ども・子育て支援事業計画」（令和７年度～令和１１年度）（以下、「次期計画」という。）策

定の基礎資料とすることを目的として調査を実施する。  

  

４ 業務委託内容  

（１）国・県等の情報収集及び整理分析  

○国が示す計画策定に関する関連法令や基本方針、県の指針及び先進自治体等の動向を把

握するとともに、調査項目の精査・検討に必要な情報収集及び整理分析を行う。  

（２）ニーズ調査の実施  

○これまでの市の計画や調査を踏まえた上で、以下の点に留意し、調査項目、設問内容、設問

数及び回収率向上のための方策について、市と協議・検討のうえ、設計及び提案を行う。  

ア 豊明市の特徴や現状、課題  

イ 国・県等の動向、社会情勢等  

○調査対象者３,000 人（就学前児童の保護者２,000 人・小学校就学児童の保護者 1,000

人）として、必要な調査項目が記載された調査票を作成する。  

○調査票はＡ４判両面で就学前児童用２0 ページ程度、小学校就学児童用１2 ページ程度と

し、回収率は 70％を見込む。  

○調査票の封入、返信用封筒の印刷及び封入、封かん作業後に納品する。（宛名シールの作

成、回収の郵送代は市の負担により行う。）  

（３）調査結果の集計、分析及び評価  

○回収された回答済み調査票のデータ入力、集計を行い、調査項目の種類・設問別に取りまと

め分析する。  

○単純集計、クロス集計の内容、分析及び評価の項目等については、市と協議のうえ作業を行

う。  

（４）調査結果に基づく課題等の整理・資料作成等  

○調査項目ごとの分析・考察を行い、グラフ・表などを用いて分かりやすい資料を作成する。  

○調査の分析結果から読み取ることのできる市の子ども・子育てに関する傾向と課題を、受

託者の専門的見地から示すこと。  

（５）法令改正による情報提供等  

○福祉関連法令の改正に関する情報提供を行うとともに、関連法令と子ども・子育て支援事 

業計画の整合性が図られるよう助言等の支援を行う。  

○福祉関連改正法令の新旧対照表を作成する。  
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（６）豊明市子ども・子育て会議の運営支援  

○豊明市子ども・子育て会議の開催（２回程度）にあたり、資料作成、必要な助言等の会議運営

支援を行う。会議当日は出席し、必要な対応を行う。  

（７）次期計画策定の方向性の検討  

○調査結果に基づき、課題の抽出・整理を行い、次期計画の策定の方向性を検討し、計画策定

に向けたスケジュールや方針等を作成する。  

（８）成果品  

○ニーズ調査結果報告書   

Ａ４判・150 程度・簡易製本・３０部  

○上記の原稿データ  

○その他関係資料一式（電子データ一式含む）  

（９）著作権  

成果品の著作権及び使用権は、市に帰属する。  

（１０）その他  

業務遂行にあたり、豊明市個人情報保護条例に基づき適正な個人情報の取扱いを行うこと。

また、仕様書に定めない事項や疑義が生じた事項については、本市と本業務の受託者が必要

に応じ協議して定めるものとする。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


